
令和７年度当初予算　補助金・助成金・交付金一覧（一般対象）

◆総務課（0242-55-1122）
No. 事業の名称 事業概要 担当係

1 集会施設建設事業補助金

自治会等が近隣社会における連帯感を深め、集
会及び研修等の用に供する目的のために所有す
る集会施設の修繕等に要する経費の一部を補助
します。
【対象者】
自治会等　
【補助額、補助率】
対象経費の３分の１。ただし事業内容により限度
額が異なります。

総務係

2 防犯灯設置事業補助金

犯罪のない明るい町づくりの推進を図るため、地
域の防犯対策を目的として防犯灯の設置を行って
いる自治区等を支援します。
【対象者】
自治区等
【補助額、補助率】
切替する場合：対象経費の２分の１以内（１灯あた
り２万円を限度）
新設、修繕する場合：対象経費の２分の１以内（１
灯あたり１万円を限度）

防災消防係

3 自主防災組織設立支援事業補助金

災害時による被害の防止及び軽減を図り、地域住
民自ら防災活動を行うために自治区等を単位とし
て組織された団体（自主防災組織）が実施する防
災訓練、防災研修及び防災資機材の整備に要す
る経費の一部を補助します。
【対象者】
自主防災組織
【補助額、補助率】
防災訓練、防災研修及び防災資機材の整備に要
する経費として、１組織あたり10万円を限度に補助
（隣接する２自治区で組織した場合は20万円。隣
接する３自治区以上で組織した場合は30万円）

防災消防係

一般の方を対象に町が補助金等を交付する制度の一覧です。
それぞれの詳細や申請方法については、担当課までお問い合わせください。
※令和７年度当初予算の情報です。予算等の都合により、受付が終了していることがありますのでご了承ください。



◆政策財政課（0242-55-1171）
No. 事業の名称 事業概要 担当係

1 空き家改修補助金

空き家の有効活用を図り、移住による地域の活性化を促進するた
め、会津美里町空き家バンクに登録されている住宅の改修に要する
経費の一部を補助します。
【対象者】
空き家・空き地バンク（利用・物件）登録者
【補助額、補助率】
対象経費の２分の１以内（最大50万円）
（県外移住者、子育て世帯、新婚世帯など上乗せ有：最大100万円）

移住定住促進係

2 あいづみさと移住支援金

町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消
に資するため、東京圏から町に移住した方に対して、移住支援金を
交付します。
【対象者】
東京圏からの移住者（支給要件を満たす方）
【補助額、補助率】
単身世帯：60万円
２人以上の世帯：100万円
（子育て加算有：1人当たり100万円）

移住定住促進係

3 若者定住住宅取得支援事業補助金

町に居住している若者の定住を促進し、地域活性化を図ることを目
的として、本町に定住するため自ら居住する住宅を取得する方に対
して、住宅を取得するために要した経費の一部を補助します。
【対象者】
町内在住者で、住宅を取得する40歳未満の方
【補助額、補助率】
対象経費の２分の１以内（最大50万円）

移住定住促進係

4 住宅取得支援事業補助金

地域活性化を図ることを目的とし、町内に転入して自ら居住する住宅
を取得する方に対し、住宅の取得に要した経費の一部を補助しま
す。
【対象者】
町内に住宅を取得する移住者
【補助額、補助率】
対象経費の２分の１以内（最大100万円）
（県外移住者は上乗せ有：最大100万円）

移住定住促進係

5 結婚新生活支援事業補助金

新婚世帯の新たな生活を経済的に支援するため補助金を交付しま
す。
【対象者】
対象期間に婚姻届を提出した夫婦ともに39歳以下の世帯（所得額の
要件あり）
【対象経費】
賃貸住宅の居住費、引越費用、住宅のリフォーム費用
【補助額】
夫婦ともに29歳以下の世帯　上限60万円
夫婦ともに39歳以下の世帯　上限30万円

移住定住促進係

6 吹上台分譲住宅地購入補助金

人口減少の抑制と定住を促進するため、会津美里町吹上台分譲住
宅地未分譲地を購入し、自ら居住するための住宅を取得する費用を
補助します。
【対象者】
吹上台住宅団地土地売買契約を締結し、取得した分譲住宅の所有
者であり、かつ１人以上の同居親族を有する方
【補助額、補助率】（上限180万円）
基本補助金：100万円
加算補助金：
若年層世帯加算50万円（40歳未満）
子育て世帯加算 子1人につき10万円
（義務教育９年間までの子を養育している世帯・最大3人まで）

移住定住促進係

7 空き家バンク登録促進事業補助金

空き家バンクへ登録することを条件に、登記簿整備に係る費用に対
し補助します。
【対象者】空き家の所有者
【補助額、補助率】対象経費の２分の１
権利部（相続等）：上限5万円、表題部（未登記、変更登記等）：上限
10万円、土地の境界確定：上限15万円

移住定住促進係

8 あいづみさと地方就職学生支援金

東京圏の大学を卒業した学生の町内への移住を伴う県内就職を支
援するため、採用選考に係る交通経費に対し補助します。
【対象者】大学の卒業年度において、東京圏内のキャンパスに在学
し、卒業見込みである者
【補助額、補助率】　上限8,000円、往復交通費の2分の１

移住定住促進係

9 地域活動スタートアップ応援事業補助金

住民主体による地域活動の推進を図るため、積極的、自発的に地域
活動に取り組む団体等に対し、補助金を交付します。
【対象者】
５人以上の会員で組織し、予算・決算等の事務処理を適切に行い、
事業計画に基づき確実に事業を実施することができる団体
【補助額、補助率】
10万円を限度に補助

政策企画係



◆町民税務課（0242-55-1166）
No. 事業の名称 事業概要 担当係

1 生ごみ処理機等購入費補助金

家庭から出る生ごみの減量化を推進するため、個
人の厨房等から生ずる生ごみの処理機等を新た
に購入する方に対して、購入費の一部を補助しま
す。
【対象者】
町に住所を有する個人
【補助額、補助率】
対象経費の２分の１以内
（生ごみ処理容器：限度額５千円
電動生ごみ処理機：限度額５万円）

生活環境係



◆健康ふくし課（0242-55-1145）
No. 事業の名称 事業概要 担当係

1 妊婦のための支援給付交付金

妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、身近
で相談に応じ必要な支援につなぐ伴走型支援業
務と、出産・育児・子育てに係る費用の負担軽減
のための支援給付金の支給を一体的に実施しま
す。

【妊婦のための支援給付】
・妊娠届出をされた妊婦に対し、妊婦1人当たり５
万円
・出生届出をされた産婦に対し、こどもの数×５万
円

こども家庭支援室



◆産業振興課（0242-55-1191）
No. 事業の名称 事業概要 担当係

1 特定創業支援事業受講支援助成金

創業を目指す方への支援を強化するため、会津
美里町の認定連携創業支援事業者が主催する特
定創業支援事業の研修事業を受講する方を支援
します。
【対象者】
特定創業支援事業受講者
【補助額、補助率】
対象経費の２分の１(上限１万円)

商工観光係

2 中小企業融資制度資金利子補給補助金

経営安定のための金融対策のひとつとして、町内
中小企業者が金融機関から融資を受けた資金に
係る償還利子についてを支援します。
【対象資金】
町内中小企業者が中小企業融資制度により銀行
等金融機関から融資を受けた資金に係る償還利
子
【補助額、補助率】
中小企業融資制度資金に対し交付するものとし、
その補助金の額は、資金内容により異なります。

商工観光係

3 創業等支援事業補助金

起業を目指す方への支援を強化するため、創業
者を支援します。
【対象者】
町内に事業所等を設け、創業等を行う者であって
中小企業基本法第２条に該当する者、他
【補助額、補助率】
対象経費の２分の１（上限150万円）

商工観光係



◆産業振興課（0242-55-1191）
No. 事業の名称 事業概要 担当係

4 活力ある商店街等支援事業補助金

商店街の活性化を図るため、個性的かつ魅力的
な商店街の環境整備等を行う事業を支援します。
【対象者】
空き店舗等を賃貸借もしくは改修して事業を行う
方
【限度額、補助率】
賃借料：場所など複数要件あり
改修費用：３分の１（上限80万円）

商工観光係

5 イベント事業費補助金

商工業の振興及び観光事業の活性化を図るた
め、イベントを主催する団体を支援します。
【対象者】
過去に２回以上開催実績があり、会津美里町観光
振興計画に掲げる「６.観光まちづくりへの町民の
参加」に該当するイベントを主催する団体
【補助額、補助率】
対象経費の２分の１以内(上限15万円)
※条件によっては上限50万円。

商工観光係

6 観光まちづくり推進事業補助金

観光振興及び地域活性化を図るため、町内の民
間団体等が実施する観光まちづくり推進事業を支
援します。
【対象者】
①町内に活動拠点を有する民間団体等、
②福島県地域創生総合支援事業（サポート事業）
の採択を受けている事業
③会津美里町観光振興計画に掲げる戦略プログ
ラムに該当する事業
【補助額、補助率】
対象経費の２分の１以内（150万円を上限）
※15万円未満は対象外

商工観光係

7 中小企業研修支援補助金

継続的な経営の安定化を図るため、人材育成や
職務上必要な技術、技能修得を目的とする研修を
行う中小企業者を支援します。
【対象者】
従業員の人材育成や職務上必要な技術、技能修
得を目的とする研修を行う中小企業者
【補助額、補助率】
１研修につき受講料の２分の１以内（１企業当たり
５万円を限度）

商工観光係

8 有害鳥獣防除事業補助金

有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、
電気柵等資材の購入経費の一部を補助します。
【対象者】
町民（個人）又は３名以上の団体
【限度額、補助率】
個人　補助率２分の１（上限５万円）
団体　補助率５分の３（上限６万円/１人あたり）

森林環境対策室

9 有害鳥獣被害箇所修繕事業補助金

鳥獣による農業用施設等への被害を防止するた
め、有害鳥獣による掘り起こし等の被害を受けた
地区管理施設の修理に要する費用の一部を補助
します。
【対象者】
自治区
【限度額、補助率】
鳥獣による掘り起こし被害を受け修繕費用が10万
円以上の工事費の２分の１（上限50万円）

森林環境対策室



◆産業振興課（0242-55-1191）
No. 事業の名称 事業概要 担当係

10 新規就農者育成奨励金事業補助金

担い手の確保・育成を図るため、町内において新
たに就農しようとする方を支援します。
①新規就農者補助
【対象者】
・青年等就農計画又は壮年就農計画の認定を受
けた、町内に住所を有する者　等
※詳細な要件等はお問い合わせください
【補助額】月額　５万円（最長３６ヶ月）
（就農するために新たに町に居住した場合は月額
１０万円とします）

②移住新規就農者家賃補助
【対象者】上記①の要件を満たす者のうち、新たに
町に居住する者で、住居が賃貸住宅の者
※詳細な要件等はお問い合わせください
【補助額】月額家賃の１/２以内（上限額 ２万５千
円：最長３６ヶ月）

③農業後継者補助
【対象者】
・主として農業によって生計を立てている親の農業
経営を継承する意思があり、親元就農する者
※詳細な要件等はお問い合わせください。
【補助額】月額　３万円（最長３６ヶ月）

農政係



◆産業振興課（0242-55-1191）
No. 事業の名称 事業概要 担当係

農業者の農産物加工や販路拡大の取組みを支援
します。
①新商品開発、既存商品リニューアル及びＰＲ支
援
【対象者】
町内の農業者等
【対象経費】
新商品開発、既存商品リニューアル及びＰＲ支援
に係る費用
【補助率】
対象経費１/２以内（上限額30万円、年度中１回ま
での申請）

②町外での農産物販路拡大支援
【対象者】
有機JAS認証者、GAP認証者、認定新規就農者
等
【対象経費】
 町外の市場やマルシェ、商談会等参加に係る経
費（公募により開催されるもの）
【補助率】
対象経費10/10以内（上限額10万円～30万円、年
度中1回までの申請）

③町内での農産物販売促進イベント開催支援
【対象者】
イベントを主催する町内の農業経営体
※主催者を含む３戸以上の町内の農業経営体で
の開催が必要
【対象経費】
農産物販売イベントに係る費用　
　　
　　
　　
【補助率】
対象経費１/２以内（上限額30万円、年度中１回ま
での申請）

④農産物・農産加工品の生産や販売に係る認証
等の取得及び更新支援
【対象者】
町内の農業者等
【対象経費】
有機JAS認証に係る費用
GAP認証に係る費用
食品衛生責任者資格取得に係る費用
【補助率】
対象経費１/２以内（上限額５万円、年度中１回ま
での申請）
※国や県等、他の制度で補助金等の交付を受け
る場合は、全事業補助対象外。対象経費について
は、お問合せください。

農政係農産物販路拡大促進事業補助金11



◆産業振興課（0242-55-1191）
No. 事業の名称 事業概要 担当係

①農業機械購入支援
【対象者】
認定農業者又は認定新規就農者
【対象経費】
農業経営に必要な機械等の購入費
【交付要件】
機械導入で対象作物の面積拡大
【補助率】
対象経費１/３以内（上限額50万円。先進技術活用
の機械等は上限額150万円) 
 
※対象機械、面積拡大要件はお問合せください。
  
  
  
 
②園芸種苗購入支援
【対象者】
認定農業者又は認定新規就農者
【対象経費】
園芸作物及び果樹栽培における種苗又は苗木等
の購入費（総額１万円以上）
【補助率】
認定農業者：対象経費１/３以内（上限額10万円）
認定新規就農者：対象経費１/２以内 (上限額10万
円)　

③園芸施設等導入支援
【対象者】
認定農業者又は認定新規就農者
【対象経費】
パイプハウスや潅水装置等の導入費（施工費除
く）
【補助率】
（１）パイプハウスの導入：対象経費１/２以内（上
限額100万円）
（２）潅水装置等の導入：対象経費１/２以内（上限
額50万円）
　
※②及び③の事業の交付要件と対象作物につい
ては、お問合せください。

④農業法人設立支援
【対象者】
町内の農業者
【対象経費】
農業経営を法人化する取組に必要な経費
【交付要件】
設立法人の役員に認定農業者又は認定新規就農
者を含む
【補助率】
10万円（定額）

⑤農業研修参加支援
【対象者】
町内の農業者
【対象経費】
研修参加費、研修資料代等

【交付要件】
町外開催の農業関連研修
【補助率】
対象経費１/２以内（上限額３万円）

⑥農業用井戸導入支援
【対象者】
認定農業者又は認定新規就農者
【対象経費】
農業用井戸の新設に係る費用（ポンプ小屋等につ
いては、補助対象外。）
【交付要件】
新規水源を確保するために、農業用井戸を新設す
る取組であること。
事業実施場所が町内の農地であること。(水稲の
場合、土地改良事業受益地を除く。)
【補助率】
対象経費１/２以内(上限額５万円)

農業生産力強化支援事業補助金12 農政係



◆産業振興課（0242-55-1191）
No. 事業の名称 事業概要 担当係

13 特用林産物振興支援事業補助金

農林業者が特用林産物の振興を図るために要す
る経費の一部を補助します。
【対象者】
農林業者
【補助額、補助率】
菌床500床以上購入した場合：対象経費の２分の1
（上限10万円）
特用林産物栽培施設等購入の場合：対象経費の
３分の1（上限30万円）

森林環境対策室

14 ペレットストーブ等購入設置補助金

木質バイオマスの利活用を図り、森林整備及び地
球温暖化対策を推進するため、ペレットストーブ及
び薪ストーブを新たに設置する経費の一部を補助
します。
【対象者】
町民または町内事業者
【補助額、補助率】
ペレットストープ及び薪ストーブの購入費用の３分
の1（個人住宅の場合上限５万円、事業所等の場
合上限10万円）

森林環境対策室

①農業機械購入支援
【対象者】
認定農業者又は認定新規就農者
【対象経費】
農業経営に必要な機械等の購入費
【交付要件】
機械導入で対象作物の面積拡大
【補助率】
対象経費１/３以内（上限額50万円。先進技術活用
の機械等は上限額150万円) 
 
※対象機械、面積拡大要件はお問合せください。
  
  
  
 
②園芸種苗購入支援
【対象者】
認定農業者又は認定新規就農者
【対象経費】
園芸作物及び果樹栽培における種苗又は苗木等
の購入費（総額１万円以上）
【補助率】
認定農業者：対象経費１/３以内（上限額10万円）
認定新規就農者：対象経費１/２以内 (上限額10万
円)　

③園芸施設等導入支援
【対象者】
認定農業者又は認定新規就農者
【対象経費】
パイプハウスや潅水装置等の導入費（施工費除
く）
【補助率】
（１）パイプハウスの導入：対象経費１/２以内（上
限額100万円）
（２）潅水装置等の導入：対象経費１/２以内（上限
額50万円）
　
※②及び③の事業の交付要件と対象作物につい
ては、お問合せください。

④農業法人設立支援
【対象者】
町内の農業者
【対象経費】
農業経営を法人化する取組に必要な経費
【交付要件】
設立法人の役員に認定農業者又は認定新規就農
者を含む
【補助率】
10万円（定額）

⑤農業研修参加支援
【対象者】
町内の農業者
【対象経費】
研修参加費、研修資料代等

【交付要件】
町外開催の農業関連研修
【補助率】
対象経費１/２以内（上限額３万円）

⑥農業用井戸導入支援
【対象者】
認定農業者又は認定新規就農者
【対象経費】
農業用井戸の新設に係る費用（ポンプ小屋等につ
いては、補助対象外。）
【交付要件】
新規水源を確保するために、農業用井戸を新設す
る取組であること。
事業実施場所が町内の農地であること。(水稲の
場合、土地改良事業受益地を除く。)
【補助率】
対象経費１/２以内(上限額５万円)

農業生産力強化支援事業補助金12 農政係



◆産業振興課（0242-55-1191）
No. 事業の名称 事業概要 担当係

15 狩猟者支援事業補助金

有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、
有害鳥獣捕獲に従事する者の確保・育成を目的
に、狩猟免許取得等又は更新に係る費用の一部
を補助します。
【対象者】
新規に狩猟免許を取得し、狩猟を始める方、
狩猟免許の更新をされる方
【補助額、補助率】
〇新規取得者
①免許取得等に係る経費
補助率３分の２（上限15万円）
②狩猟開始に係る経費(50歳未満の新規狩猟免
許取得者)
補助率２分の１(上限４万円）
※免許取得から１年以内のわな等の必要品の購
入経費及び狩猟者団体入会費
③射撃練習に係る経費(新規銃猟免許取得者）
補助率２分の１（上限１万円）
※免許取得から１年以内の射撃場練習費
〇更新者
更新：上限2,900円

森林環境対策室



◆建設水道課（0242-55-1181）
No. 事業の名称 事業概要 担当係

1 水道未普及地域生活用水確保対策事業補助金

水道未普及地域において、生活用水を確保するた
めに必要な施設の新設又は改装等に要する費用
を補助します。
【対象者】
未普及地域の住宅に居住し、又は居住しようとす
る個人、共同
【補助額、補助率】
対象経費の10分の９以内（最大450万円）
※家庭用浄水器等整備については、工事費等の
10分の９以内（最大60万円）、水質検査について
は、検査費用の３分の２以内。

上下水道係

2 合併処理浄化槽設置整備費補助金

合併処理浄化槽の計画的な整備を図り、生活環
境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、
合併処理浄化槽の設置を行う方に対し、補助を実
施します。
【対象者】
一般専用住宅と店舗等を併設した一般住宅で住
宅部分の延床面積が２分の１以上のもの。
【補助額、補助率】
５人槽：39万円以内
６人槽以上７人槽以下：47万４千円以内
８人槽以上50人槽以下：66万円以内
※撤去費として便槽４万５千円、単独処理浄化槽
６万円の上乗せ補助があります。

上下水道係

3 除雪オペレーター育成支援事業補助金

会津美里町直営除雪オペレーターとして勤務する
方の大型特殊免許の取得や車両系建設機械運転
技能講習会の受講費用の一部を補助します。
【対象者】
当該年度の４月１日時点で60歳以下の方
【補助額、補助率】
対象経費の２分の１以内。ただし、１名につき７万
５千円を限度とします。

建設係

4 木造住宅耐震改修支援事業補助金

居住の安全と安心を確保するため、耐震強度が不
足している木造住宅の耐震改修を行う費用の一
部を補助します。
【対象者】
町内に存する木造住宅の所有者で、過去に耐震
診断を受けた方
【補助額、補助率】
改修工事費の５分の４以内（最大120万円）

管理係

5 ブロック塀等耐震改修支援事業補助金

町民の安全と安心を確保するため、避難路沿道に
ある建築基準法に適合しないブロック塀等を除
却、建替え、改修するものに対し、費用の一部を
補助します。
【対象者】
当該ブロック塀等の所有者、所有者の同意を得た
賃借者、購入予定者若しくは管理者
【補助額、補助率】
対象経費の３分の２以内（最大10万円）

管理係

6 空家等除却推進事業補助金

本町に存する主に居住に要した危険な空き家等を
所有する方に対して、除却に係る費用の一部を補
助します。
【対象者】
補助対象空家の所有者又はその相続人
【補助額、補助率】
対象経費の５分の４以内（最大100万円）
※危険な空き家等の除却費が対象です。

管理係



◆建設水道課（0242-55-1181）
No. 事業の名称 事業概要 担当係

7 新設水道遠距離給水管敷設工事費補助金

安定した安全な水道水の提供と生活環境の向上
を図るため、水道管の布設が遠距離となる困難な
地域に新規で遠距離給水工事をする方に対し、補
助を実施します。
【対象者】
町が設置する配水管の分岐地点から給水工事申
込者の宅地内に設置する水道メーターまでの総延
長(道路等における最短の距離とする。)が20メート
ルを超える給水工事を新規に行う方
【補助額、補助率】
遠距離給水工事に係る工事費用の２分の１以内
の額とし、50万円を限度に補助金を交付するも
の。

上下水道係

8 公共下水道等接続促進助成金

公共下水道及び農業集落排水処理施設へ新たに
接続するための排水設備工事（新築又は建替え
工事を除く。）を行う者に対し、その工事費に必要
な資金の一部を予算の範囲内において助成しま
す。
【対象者】
助成対象事業を行う建物の所有者又は居住者
（居住予定者含む。）若しくは土地の所有者。法人
及び団体は除く。
【補助額、補助率】
助成対象事業費に３分の１を乗じて得た額
合併処理浄化槽からの切替　13万円を限度
単独処理浄化槽からの切替　20万円を限度
汲み取り式便所からの切替　27万円を限度

上下水道係

9 水洗化改造工事費助成金

公共下水道処理区域内において、供用開始の日
から３年以内に排水設備及び既設便所等を水洗
式に改造する工事を行う者に対し、改造工事に必
要な資金の一部を助成します。
【対象者】
一般住宅及び個人所有共同住宅の所有者又は改
造工事について当該建築物の所有者の同意を得
た占有者。
【補助額、補助率】
供用開始１年以内：工事費50万円が限度でその
12%の額（最大６万円）
供用開始２年以内：工事費50万円が限度でその
10%の額（最大５万円）
供用開始３年以内：工事費50万円が限度でその 
６％の額（最大３万円）
個人経営の共同住宅については５世帯分まで

上下水道係



◆生涯学習課・生涯学習係（0242-54-2368）
No. 事業の名称 事業概要 担当係

1 スポーツ団体事業補助金

町民の体力向上及びスポーツの振興を図るため、
体育関係団体に対し、大会運営や審判等の資格
取得、指導者育成に要する経費の一部について
補助するとともに、部活動地域移行に関わる経費
の一部を補助します。
【対象者】
スポーツ協会加盟団体、スポーツ少年団加盟団体
等
【補助額、補助率】
対象経費の２分の１。ただし上限額をスポーツ協
会５万円、スポーツ少年団３万円とする。

生涯学習係



◆こども教育課（0242-55-0344）
No. 事業の名称 事業概要 担当係

1 英語検定料補助金

町内の小学校・中学校・義務教育学校児童生徒の
英語力の向上を目的として、公益財団法人日本英
語検定協会が実施する「実用英語技能検定」を受
験する児童生徒に対して補助します。
【対象者】
小学校・中学校・義務教育学校に在籍する児童生
徒の保護者
【補助額、補助率】
児童生徒１人につき検定料の全額を補助。
(令和７年度より複数回受験する検定料も補助対
象に拡大します）

こども教育係


